
経費について 

 

 

仕事で使うものは経費で落とせる 

仕事で使わないものは経費で落とせない 

 

旅費交通費 

電車代、高速代、駐車場、宿泊、タクシー 

グリーン、ビジネスクラスもOK 

 

通信費 

電話代、インターネット、切手 

 

水道光熱費 

水道代、電気代、ガス代 

 

車両関連費 

ガソリン代、車購入代（減価償却：何年間かに別けて費用計上、新車の乗用車なら 6年）車

検代、メンテナンスに関わる費用、備品など 

※車購入時にドラレコを付けた場合は車両代金含むので全体で減価償却、後付けでドラレ

コを付けたなら、備品として経費計上） 

プライベートのガソリン代と仕事用のガソリンはカードを別けるなど 

 

運賃 

宅急便代 

 

給与 

役員報酬、社員給与、アルバイト・パート給与 



各種手当て（家賃手当、家族手当など）、ボーナス（賞与） 

 

福利厚生費 

会社が従業員の為に支出した費用 

社員旅行、慰安旅行、予防接種、通勤手当、健康診断、人間ドック（ピンキリなので注意）

社員とのランチミーティング 

 

広告宣伝費 

決算期を跨ぐ場合は注意（期間按分） 

6 月決算の会社が 6月 7月 8月 9 月 10 月の 5ヶ月分の広告を 6月末日で 1000 万支払った

としても、6月分の 200 万しか経費として落とせない 

 

支払い手数料 

銀行振り込み、引き出し 

紹介料-契約書がある場合「支払い手数料」「契約書が無い場合「交際費（年間 800 万）」 

 

保険料 

損害保険、生命保険 

法人の場合保険の種類によって経費で落とせるものがある 

 

租税公課 

固定資産税、自動車税、収入印紙 

（法人税、所得税、相続税、住民税、消費税 以外！） 

 

リース料 

コピー機、複合機、車両、パソコン、車、コンピュータ、 

 

支払い利息 

借入金の利息、保証料（返済元金は経費ではない） 

 

消耗品費 

文具、トイレットペーパー、掃除用具、パソコン、電気機器・・・ 

30 万以上の備品は減価償却になる（例、30 万の PCを購入 4 年の減価償却） 

 

接待交際費（800 万円まで） 

取引先との飲食、ゴルフ代、手土産、贈答品、お中元、お歳暮、 



 

会議費 

例、お客さんと食事をした→基本は接待交際費だが、一人 5000 円以下なら会議費で計上 

社員とのランチミーティング 

残業の食事代 

家族との食事→仕事の話がされたなら会議費（議事録をとっておく） 

 

 

減価償却費 

新車 6年 

パソコン 4年 

 

法定福利費 

役員に対する役員報酬社員に対する給与などから計算する社会保障など 

 

諸会費 

年払い会費、月払い会費、Amazon プライム、オーディブル、エンタメ系なら映画などの視

聴も経費 

 

地代家賃 

倉庫代、会社の家賃、土地代、社員の社宅（社長も社宅にできる） 

 

雑費 どれにも当てはまらない 

粗大ゴミとか引っ越しとか 

 

  



 

Applewatch は経費で落とせるか？ 

メールチェックなど仕事に使うなら堂々と経費にすれば良い 

消耗品 

 

ランボルギーニは経費で落とせるか？ 

それが事業に関係するなら経費にすべき 

 

 

スーツは経費で落とせるか？ 

基本的には難しい（汎用性がある）が、会社指定のユニホームのような形で支給するなら経

費にできる 

 

 

カバンは経費で落とせるか？ 

これは経費で落とせる（スーツとの整合性はどうかと思うが） 

 

釣りやフットサルも経費で落とせるか？ 

ゴルフと同じ考え方で落とせる 

 

ペットも経費にできるか？ 

できる。マスコットとして、番犬としてなど 

 

遊園地に行って遊んだ。経費になるか？ 

その遊園地の良いところ悪いところのレポートを書いて社内研修 

あるいはお客さんと行って接待交際費 

 

お笑いDVDを揃えたい。経費にできるか？ 

漫画家がインスピレーションを得るためにお笑いDVDを全巻経費で揃えた実例あり 

 

海外旅行は経費で落とせるか？ 

研修費で落とせる。ちゃんとレポートがあればOK 

 

ゲーム機は経費になるか？ 

社員の福利厚生として事務所におけば良い 

 



 

ブランドバッグを贈答用に経費計上した 

税務調査が入った際には、どこの誰に何時贈ったかを調べられる 

 

 

仕事で使うものは経費で落とせる 

仕事で使わないものは経費で落とせない 

 

 

 

 

 

 


